令和４年度感染症対応燃料価格高騰対策支援金交付要綱

　（趣旨）
第１条　この要綱は、町内において昨今の燃料価格高騰の影響を受けた農業者（以下「農業者」という。）に対し、農業者の生産意欲を維持し、生産活動の継続を促すことを目的として、予算の範囲内において令和４年度感染症対応燃料価格高騰対策支援金（以下「支援金」という。）を交付するものとし、その交付については、最上町補助金等の適正化に関する規則（昭和47年最上町規則第２号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
　（定義）
第２条　この要綱において、「農業者」とは、出荷を目的として町内において農産物を生産している者をいう。
　（支援金の交付目的）
第３条　この支援金は、燃料価格高騰の影響を受けた農業者を応援し、農産物生産の継続を図ることを目的とする。
　（支援対象者）
第４条　支援金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
　(1)　最上町内に住所を有する者。
　(2)　米の需給調整（生産の目安）に協力していること（畜産のみの経営体は除く）。
　(3)　水稲共済細目書異動申告票を最上町農業振興協議会及び農業共済組合に提出している者（畜産のみの経営体は除く）。
　(4)　出荷目的に農畜産物の生産活動をおこなっていること。
　(5)　今後も営農活動をおこなう者。
　（支援金の額及び支援金の対象作物）
第５条　支援金の額及び支援金の対象作物は別表のとおりとする。
２　支援金は、予算の範囲内で交付する。
　（交付申請）
第６条　支援金の交付の申請を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次に掲げる書類を添えて、令和４年10月31日までに町長に提出しなければならない。
　(1)　支援金交付申請書兼請求書（別記様式第１号）
　(2)　令和４年度の営農状況を確認できる書類（促成・加温施設ハウスについては令和３年度のもの）
(3)　その他町長が必要と認める書類
　（支援金の交付決定及び確定）
第７条　町長は、前条第１項による申請があった場合、その内容を審査し、支援金の交付の可否を決定するものとする。
２　町長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、令和４年度感染症対応燃料高騰対策支援金交付決定兼確定通知書（別記様式第２号）により交付すべき支援金を確定し、支援金を申請者に交付するものとする。この場合において町長は、必要な条件を付すことができる。
　（支援金の返還）
第８条　町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取り消しの部分について、既に支援金が交付されている場合は、期限を決めて返還を命ずるものとする。
　(1)　法令又はこの要綱若しくは町長の指示に違反したとき。
　(2)　偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。
　（現地調査等）
第９条　町長は、交付申請者に対し、必要に応じて現地調査、書類の提出等を求めることができる。
　（書類の整備）
第10条　申請者は、本支援金の交付に関する書類等を整備し、５年間保管しなければならない。
　（その他）
第11条　この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附　則
この要綱は、令和４年６月14日から施行する。























別表
	対象農産物名
	支援金額
	備考

	水稲
	700円／10ａ

	令和４年度水稲共済細目書による面積で販売契約しているもの。

	露地園芸作物
（アスパラガス、ニラ、きゅうり、ねぎ、にんにく、花き）
	2,000円／10ａ

	出荷目的で作付けしている農地面積を対象とする。

	加温施設ハウス
（菌床及び原木しいたけ）
	900円／㎡

	出荷目的で作付けしている農地面積を対象とする。

	促成ハウス・
花き加温ハウス
	200円／㎡

	出荷目的で作付けしている農地面積を対象とする。

	畜産（搾乳牛）
	3,800円／頭
	頭数は令和４年２月１日現在家畜飼養頭数調査による。

	畜産（繁殖・肥育牛）
	1,300円／頭

	頭数は令和４年２月１日現在家畜飼養頭数調査による（繁殖における子牛は頭数より除く）。

	その他町長が特に認めた農作物
	
	別に定める
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